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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

項目・内容 課題・検討事項 

１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

  市町村が保険者機能を発揮し，自立支援・重度化防止に向けて取り組む。 
 

[分析]      [計画]                [実行]             [評価]          [公表]  

  
資料：厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」   

〇ＰＤＣＡサイクルを通じた自

立支援・重度化防止の取組の

仕組みづくりの検討 

 

２ 医療・介護の連携の推進等 

今後，増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため，「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

け入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と，「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設

（「介護医療院」）を創設する。 

現行の介護療養病床の経過措置期間については，６年間延長することとし，平成 35年度末までとする。 

〇新施設への転換の移行等の把

握 

〇今後増える長期に医療と介護

の両方のニーズへの対応の強

化 

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

   「地域共生社会」とは，地域包括ケアシステムの考え方を発展させ，障がい者，子ども，生活困窮者等を含む地域のあ

らゆる住民が役割を持ち，支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティを育成し，公的なサービスと協働して，助

け合いながら暮らすことのできる社会として，その実現を目指すものである。 
 

⊡ 地域住民と行政等との協働による「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制づくり 

⊡ 高齢者と障がい（児）者が同一事業所でサービスを受けやすくするため，介護保険と障害福祉制度に新たに共

生型サービスを位置づける。 

〇身近な地域で，個人（世帯）

が抱える多様で複合的な地域

生活課題について，住民や福

祉関係者による把握及び関係

機関との連携等による解決が

図られることを目指す支援体

制づくり 

資料 1-2 
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Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

項目・内容 課題・検討事項 

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。  
 ただし，月額 44,400円の負担上限額あり。【平成 30年８月施行】 
 

 負担割合 

年金収入等 ３４０万円以上（※1） ２割⇒３割 

２割 年金収入等 ２８０万円以上（※2） 

年金収入等 ２８０万円未満 １割 
  

※１ 現時点では，「合計所得金額 220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額 340万円以上（単身

者の場合。夫婦世帯の場合 463万円以上）」とすることを想定 

※２ 「合計所得金額 160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額 280万円以上（単身者の場合。夫

婦世帯 の場合 346万円以上）」 

〇住民への影響把握 

〇事務負担の増加 

５ 介護納付金への総報酬の導入 

現在，各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳【２号被保険者】の保険料）について，「加入者数に応じ

て負担」から「報酬額に比例した負担」とする。ただし，激変緩和の観点から段階的に導入 

【平成 29年８月分より実施】 
 

 
資料：厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」   
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・ 介護保険制度改正における費用負担に関する事項について 

項目・内容 課題・検討事項 

高額介護（予防）サービス費の見直し【平成 29年８月施行】  
 

・制度の持続可能性を高めるため，世代間・世代内の負担の公平性や負担能力に応じた負担を求める観点から，次の

見直しを行う。 

1）第４段階の月額上限を 37,200円から 44,400円に引き上げる。 

2）１割負担となる被保険者のみの世帯については，新たに自己負担額の年間の合計額に対して 446,400円（37,200

円×12）の負担上限額を設定する 

 

高額医療合算介護（予防）サービス費の見直し【平成 30年８月施行】 
 

＜現行＞                      ＜見直し後＞   

所得要件 算定基準額  

 

 

 

 

 

所得要件 算定基準額 

現役並み所得者 

（課税所得 145万円以上）  
67万円 

課税所得 690万円以上 212万円 

課税所得 380万円以上 141万円 

課税所得 145万円以上 67万円 

一般所得者 56万円 一般所得者 56万円 
 

〇住民への影響把握 

〇事務負担の増加 

財政調整交付金の見直し【完全実施平成 33年度以降】 

 ※調整交付金とは，「第 1 号被保険者に占める後期高齢者の加入割合」及び「第 1 号被保険者の所得段階別加入割合の

差」といった保険者の責めによらない要因に生じる第 1 号被保険者の水準格差を全国ベースで平準化するために交付

されるもの。 
 

・調整交付金における年齢区分について， 

現行の①65～74歳，②75 歳以上の２区分から，①65～74歳，②75～84歳，③85歳以上の３区分に細分化し， 

特に年齢が高い高齢者が多い市町村に対して更に重点的に配分される。ただし，激変緩和の観点から段階的に導入 

 


